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全日本トラック協会の取り組み

【有効求人倍率の推移】１．特定技能制度の導入に向けた取り組み

令和５年７月～ 全ト協が「特定技能制度による外国人材の活用」の要望を
政府・与党に提出

令和６年３月29日 特定技能制度対象分野に「自動車運送業分野」の追加が
閣議決定

令和６年４月19日 日本海事協会が特定技能評価試験の実施主体となる
令和６年５月10日 全ト協が「外国人特定技能制度に関する説明会」を開催
令和６年５月31日 全ト協が「自動車運送業分野トラック区分における特定技能

外国人受け入れの手引き」を作成、公表
令和６年６月２１日 日本海事協会が「自動車運送業分野特定技能評価試験有識者委員会」を設置、試験問題作成

に全ト協も参画
令和６年11月～ 都道府県トラック協会が外国人特定技能制度に関する説明会を開催（令和７年８月現在１７協会）
令和６年11月12日 全ト協が特定技能評価試験学習用テキストを作成、公表
令和６年12月４日 日本海事協会が出張方式による自動車運送業分野特定技能１号評価試験の申請受付を開始
令和７年１月17日 国土交通省が「自動車運送業分野特定技能協議会」を設置、全ト協も参加
令和７年３月３日 日本海事協会がＣＢＴ方式による自動車運送業分野特定技能１号評価試験の申請受付を開始
令和７年３月28日 自動車運送業分野トラック区分において特定技能外国人が誕生

２．外国人特定技能制度に関する説明会の開催

令和６年５月10日、全ト協において都道府県トラック協会役職員及び会員事業者
を対象に、制度及びその活用に係る理解促進を図るため、「外国人特定技能制度に
関する説明会」を開催。全国から会場及びＷＥＢあわせて２００名超が参加。
同説明会では、国土交通省が制度概要を説明、全ト協が受け入れに係る要件・

留意事項及び諸手続きを説明、登録支援機関５団体がそれぞれの取り組みを説明。
以降、都道府県トラック協会が会員向けの説明会を順次開催。全ト協は要請に応

じて制度概要、受入に係る要件、留意事項及び諸手続きについて説明。 【Ｒ６．５．１０ 全日本トラック協会説明会】
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